
安全安心まちづくり地域リーダー研修会の開催時間の変更について

平素より、本市の安全で安心なまちづくりの推進につきまして、ご理解とご協力を賜り
誠にありがとうございます。

さて、６月１８日付けの「安全安心だより２０１９Ｎｏ．６（通巻１０１号）」において、「安全安

心まちづくり地域リーダー研修会」の開催についてご案内をさせていただいたところです
が、開催時間について、下記のとおり変更いたします。

記

１．日 時 令和元年７月２０日（土） 変更前 ９時３０分～１１時３０分

変更後 １０時００分～１２時００分

２．場 所 さざんか会館５階 大会議室（鳥取市富安２丁目１０４－２）

３．研修内容 「地域における交通安全」（仮称）
講師：鳥取警察署交通第一課長

「子どもの見守り活動と一般防犯について」（仮称）
講師：鳥取警察署生活安全課生活安全係長

「消費者トラブルに気づいたら」（仮称）
講師：鳥取市消費生活センター消費生活相談員

※ 定員２３０名、先着順とさせていただきます。

※ さざんか会館駐車場は台数に限りがあります。満車の場合は、鳥取市役所
駅南庁舎駐車場をご利用ください。

＜お申し込み先・お問い合わせ先＞
鳥取市尚徳町１１６
鳥取市市民生活部協働推進課
市民活動係 担当：細川、吉田

電話0857-20-3181 ＦＡＸ0857-21-1594

２０１９
No.７

通巻102号

令和元年６月２０日
鳥取市役所協働推進課

〒６８０－８５７１

鳥取市尚徳町１１６番地
電話 0857-20-3182



安全安心まちづくり地域リーダー研修会

参加申込書

○ を つ け て
ください

・ 交通安全指導員（ 地区 支部）

・ 鳥取市交通安全対策協議会（ 地区会・支部）

・ 自主防犯活動団体名（ ）

・ 学校関係職員（学校名 ）

・ 保護者

・ その他所属団体（ ）

・ 個人参加

参加者氏名
（複数参加の
場合は全員分）

鳥取市市民生活部
協働推進課市民活動係あて
ＦＡＸ 0857-21-1594

別 紙



【会場案内】

　

　

 所在地
さざんか会館
鳥取市富安２丁目１０４番地２

 交通アクセス

路線バス：「鳥取駅バスターミナル」下車

 駐車場：駅南庁舎駐車場(収容台数３２６台）

南口

１００円循環バス「くる梨」：緑コース「さざんか会館」下車
JR鳥取駅南口から徒歩５分

鳥取市役所

駅南庁舎

鳥取中央郵便局

イオン
鳥取

JR鳥取駅

さざんか会館

産業道路

国体道路

会場



令和元年７月２０日（土）、さざんか会館において、安
全安心まちづくり地域リーダー研修会を開催しました。
平素から交通安全活動や防犯活動において地域の中
心的役割を担っていただいている方々を対象に、子ど
もの安全に主眼を置き、今後の活動に役立つ専門知
識などを学んでいただきました。
同研修会開催にあたり、多数ご参加いただき、誠に

ありがとうございました。 （当日の参加者 １５０名）

研修内容(概要）

１ 「地域における子どもの見守り
～防犯上の観点～」

講師：鳥取警察署生活安全係長

〇 神奈川県川崎市における児童等殺傷事件
発生：令和元年５月２８日午前７時４０分ころ
被害：２０人の児童と保護者が殺傷被害
概要：スクールバスのバス停に並んでいた
小学生らに次々と切りかかり、被疑者は
その後に自ら首を刺し死亡。

～各種報道から～
〇 犯罪を実行しにくい環境づくり

～防犯環境設計 ＣＰＴＥＤ～
意義
建物や街路の物理的環境の設計により犯罪を

予防することであり、住民や警察などによる防犯
活動と合わせて総合的な環境の形成を目指す
もの。

○ 監視性の強化
植栽を低くするなどして通行人等からの監視

性を強化する、防犯カメラを設置する、挨拶を
するなどにより犯罪を防ぐ。

○ 接近の制御
敷地や住宅地の出入り口を限定することで侵

入を防ぐ。

○ 領域性の確保
塀やゲートをつくる、「人の目」を増やす等
により領域内に入りにくい環境を作る。

○ 対象物の強化
防犯ガラスを使用するなどして侵入されにくい

環境をつくる。
２ 「地域における交通安全」

講師：鳥取警察署交通第一課長
〇 県内の交通安全施設（平成３１年３月現在）

信号機 １，２９６基
道路標識 ４７，４２２本
光ビーコン １６８基
交通情報板 １７基

〇 児童被害の交通事故（県内）
・ 三差路で、自動車と自転車の小学生が
出会い頭衝突
・ 市道の単路を進行中の自動車が、横断
歩道を横断中の幼児と衝突
・ 市道の単路を進行中の自動車が、横断
歩道を横断中の小学生と衝突

３ 「中高生が遭いやすい消費者トラブル」
講師：鳥取市消費生活センター

消費生活相談員

２０１９
No.８

通巻103号

令和元年７月２２日
鳥取市役所協働推進課

〒６８０－８５７１

鳥取市尚徳町１１６番地
電話 0857-20-3182

安全安心まちづくり地域リーダー研修会を開催しました

いくつ知っていますか？

•実名での登録が基本。企業や行政も活用。Facebook

•匿名性が高い。炎上するのはここ。裏垢、鍵垢。Twitter

•インスタ映え。企業が広告としても活用。Instagram

•若者を中心としたショートムービーコミュニティ。TikTok

•今や親世代も含めてインフラ化。決済機能も。LINE

•ＬＩＮＥと同じく無料通話やトークができるアプリ。カカオトーク



≪平成３０年 被害状況≫
認知件数 被害額

H３０年 H２９年 H３０年 H２９年

振り込め
詐欺

計 ２２件 ６８件 １，３８５万円 ９，８１４万円
オ レ オ レ 詐 欺 ４件 １０件 ３００万円 １，５０１万円
架 空 請 求 詐 欺 １４件 ４８件 ６８１万円 ７，３４５万円
融 資 保 証 金 詐 欺 ３件 ２件 ３０４万円 ２６６万円
還 付 金 等 詐 欺 １件 ８件 ９９万円 ７０１万円

振り込め
詐欺以外
の特殊詐
欺

計 １件 ２件 １１７万円 ６５９万円
金 融 商 品 等 取 引 名 目 ０件 １件 ０円 ５００万円
ギャンブル必勝情報提供名目 ０件 ０件 ０円 ０円
異 性 と の 交 際 あ っ せ ん 名 目 １件 ２件 １１７万円 １５９万円
そ の 他 ０件 １件 ０円 ０円

合 計 ２３件 ７１件 １，５０３万円 １億４７３万円
※被害額については、１万円以下を切り捨てて計算しているため、被害額と個別の被害額の合計は一致しません。

令和元年６月末現在 被害状況≫
認知件数 被害額

R元年６月末 H３０年６月末 R元年６月末 H３０年６月末

振り込め
詐欺

計 ６件 １８件 ５０４万円 １，０４５万円
オ レ オ レ 詐 欺 ３件 ３件 ０円 ３００万円
架 空 請 求 詐 欺 １件 １１件 ０円 ３４１万円
融 資 保 証 金 詐 欺 ２件 ３件 ５０４万円 ３０４万円
還 付 金 等 詐 欺 ０件 １件 ０円 ９９万円

振り込め
詐欺以外
の特殊詐
欺

計 ０件 １件 ０円 １１７万円
金 融 商 品 等 取 引 名 目 ０件 ０件 ０円 ０円
ギャンブル必勝情報提供名目 ０件 ０件 ０円 ０円
異 性 と の 交 際 あ っ せ ん 名 目 ０件 １件 ０円 １１７万円
そ の 他 ０件 ０件 ０円 ０円

合 計 ６件 １９件 ５０４万円 １，１６３万円
特殊詐欺と同視し得る窃盗 ０件 ０件 ー ー

※被害額については、１万円未満を切り捨てて計算しているため、被害額と個別の被害額の合計は一致しません。
※平成３１年から、特殊詐欺と同視し得る窃盗事件についても統計を取っています。
特殊詐欺とは、面識のない不特定多数の者に対し、電話その他の通信手段を用いて、対面することなく被害者をだまし、不
正に入手した架空または他人名義の預貯金口座への振り込みなどの方法により、被害者に現金などを交付させたりする
詐欺のことを言います。

振
り
込
め
詐
欺

オ レ オ レ 詐 欺
親族や警察官、弁護士等を装って電話をかけ、会社の横領金の補てんや借金の返
済等を名目に、現金を口座に振り込ませるなどの方法によりだまし取る詐欺

架 空 請 求 詐 欺
郵便やインターネット、メール等を利用して、不特定多数の者に対して架空の料金を
請求する文書等を送付するなどして、現金を口座に振り込ませるなどの方法によりだ
まし取る詐欺

融 資 保 証 金 詐 欺
実際には融資しないにもかかわらず、融資を受け取るための保証金等を名目にして、
現金を口座に振り込ませるなどの方法によりだまし取る詐欺

還 付 金 等 詐 欺
市町村の職員等を装い、税金の還付金等に必要な手続きを装って、被害者にATM
（現金自動預払機）を操作させ、口座間送金により振り込ませる手口の電子計算機
使用詐欺

振
り
込
め
詐
欺
以
外
の
特
殊
詐
欺

金 融 商 品 等 取 引 名 目

実際には、対価ほどの価値がない有価証券・外国通貨または全くの架空の有価証
券等について、電話やダイレクトメール等により虚偽の情報を提供し、購入すれば利
益が得られるものと信じ込ませ、購入を申し込んできた被害者に有価証券等を交付
するなどして、その購入名目で現金を口座等に振り込ませるなどしてだまし取る詐欺

ギャンブル必勝情報
提供名目

不特定多数の者に対して、パチンコ攻略法等の虚偽の情報を提供するなどした上
で、会員登録料や情報料等の名目で金銭をだまし取る詐欺

異 性 と の 交 際
あ っ せ ん 名 目

不特定多数の者が購読する雑誌に「女性紹介」等と掲載したり、不特定多数の者に
対して、「女性紹介」等と記載したメールを送信するなどし、女性の紹介等を求めて
きた者に対して１度だけ女性と会わせたり、女性に関する虚偽の情報を提供したりし
た後、会員登録料金や保証金等の名目で現金を口座に振り込ませるなどしてだまし
取る詐欺

そ の 他
上記振り込め詐欺及び金融商品等取引名目・ギャンブル必勝法情報提供名目・異
性との交際あっせん名目以外の特殊詐欺

特殊詐欺と同視し得る窃盗とは、キャッシュカード手交型のオレオレ詐欺等と同視し得る、被害者の隙を見てキャッシュ
カードを窃取する窃盗事件のことを言います。

【資料提供元：鳥取県警察本部】

特殊詐欺の被害状況についてお知らせします。被害にあわないよう気を付けましょう。



９月１日（日）午前９時から試行運営。（本運営は１１月５日（火）から）

鳥取市役所 【電話番号】 ０８５７－２２－８１１１（代表電話）
～鳥取市コールセンターにつながります～

年中無休
平 日：午前８時～午後７時
土日祝：午前９時～午後５時

【ＦＡＸ】 ０８５７－３２－２１７０
【ｅ－ｍａｉｌ】 tori‐call@city.tottori.lg.jp

２０１９
No.９

通巻104号

令和元年９月９日
鳥取市役所協働推進課

〒６８０－８５７１

鳥取市尚徳町１１６番地
電話 0857-20-3182

鳥取市役所～新本庁舎に移転（段階的に移転）

鳥取市役所は、令和元年１０月１１日（金）～１１月４日（月）にか
けて、段階的に新本庁舎に移転します。
移転が完了した部署から順次、現在の各部署のダイヤルイン

（直通）電話番号が廃止となり、コールセンターへおかけ直しを
お願いする、音声案内をさせていただきます。

コールセンターの役割
鳥取市コールセンターでは、市の業務や各種制度、手続きな

どについて、市民のみなさんからのお問い合わせを電話、ファク
シミリ、電子メールにより受け付けし、ＦＡＱ（よくある質問とその
回答）などをもとに迅速に応答、問題解決を図るなど、総合案内
業務を行います。

９月１日より試行！ 「鳥取市コールセンター」



【鳥取県防犯連合会ホームページより】



２０１９
No.１０
通巻105号

令和元年１０月１５日
鳥取市役所協働推進課

〒６８０－８５７１

鳥取市幸町７１番地
鳥取市コールセンター
電話0857-22-8111

【実施期間：１０月１日～１１月３０日】

【提供元：厚生労働省】





２０１９
No.１１
通巻106号

令和元年１１月８日
鳥取市役所協働推進課

〒６８０－８５７１

鳥取市幸町７１番地
電話0857-30-8177

令和元年１１月７日（木）鳥取市役所において、「鳥取市
安全で安心なまちづくり功労者」の表彰式を行い、個人２
名が受賞されました。
この表彰は、「鳥取市安全で安心なまちづくり推進条例」

に基づき、長年にわたり地域の防犯活動に貢献された個人
・団体に対し、市長が表彰するものです。 表彰式には、鳥
取市安全で安心なまちづくり推進協議会の佐藤会長も列席
いただきました。

【個人表彰】
○ 濵﨑 道弘様
これまで、少年指導委員、防犯連絡委員、鳥取県薬

物乱用防止指導員など、様々な役職に就き、防犯活動
や地域振興に長きにわたり貢献されてこられました。
また、現在も末広温泉町地内の自主防犯活動団体

「末広防犯会」の副会長として、日々、防犯広報や防犯
パトロールに従事し、安全で安心なまちづくりのために活
動を続けておられます。

○ 小林 保様

湖南地区の青少年育成・防犯協議会会長、
学校安全委員会委員長として防犯活動に携わ
り、児童の登下校に際して、自ら率先して通学
路での見守り活動を行うほか、夜間パトロール
等の地域防犯活動を行うとともに、あいさつ運
動を通じて、少年の健全育成活動を続けてお
られます。

鳥取市安全で安心な
まちづくり推進協議会とは・・・

「鳥取市安全で安心なまちづくり推進条例」第
１０条の規定に基づき設置された協議会（委員１
５人）で、本市における安全で安心なまちづくり
の推進に関する基本的な事項について調査及
び審議をし、市長に意見を述べています。
また、地域から推薦のあった防犯功労者・団

体を選考し、市長に推薦しています。

表彰式の様子は、「とっとり市報」、「鳥取市
ホームページ」にも掲載します。



消費料金に関する
訴訟最終告知のお知らせ

この度、ご通知致しましたのは、貴方の利用されていた契約会
社、もしくは運営会社側から契約不履行による民事訴訟として、
訴状が提出されました事を改めて告知致します。

管理番号（わ）３０５ 訴訟取り下げ最終期日を経て訴訟を開始
させていただきます。

また、このままご連絡なき場合は、原告側の主張が全面的に受理
され、執行官立ち合いの下、給与等の差し押さえ及び、動産、不
動産物の差し押さえを強制的に執行させていただきますので裁

判所執行官による執行証書の交付を承諾していただく様お願
い致します。

尚、訴訟取り下げなどのご相談につきましては、当局にて承って
おりますので下記までお問合せ下さい。

書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、ご本人様か
らご連絡いただきます様お願い申し上げます。

※取り下げ最終期日 平成３０年１月２４日

法務省管轄支局 消費者訴訟告知センター
東京都千代田区霞が関
取り下げ等のお問合せ窓口 ０３－
受付時間 ９：００～２０：００（日、祝日除く）



２０１９
No.１２
通巻107号

令和元年１１月２８日
鳥取市役所協働推進課

〒６８０－８５７１

鳥取市幸町７１番地
電話0857-30-8177

令和元年１１月２２日（金）、若葉台小学校において、青色パトロールカー出発式が開催されました。
若葉台地区では、「地域の子どもは地域で守る」を合言葉に子ども達の安全・安心を確保するため、

平成２７年から年間を通じて週３回の防犯パトロールや若葉台おやじの会による見回り活動、小学校と協
力した若葉台地区防犯見守り隊の活動など、幅広い防犯活動を行ってこられました。
この度、日本財団の青パト配備助成事業に応募したところ、若葉台地区の防犯

活動が認められ「青色回転灯装備車」（通称：青パト）が配備されました。
愛称：若葉台青パトレンジャー

まちづくり講演会（テーマ～詐欺）の開催結果
若葉台地区まちづくり協議会は、１１月２０日、

若葉台地区公民館において、消費者トラブルに
遭わないために、「まちづくり講演会（テーマ～詐
欺）」を開催し、鳥取市消費生活センターによる
出前講座を聞いたり、鳥取市消費者団体連絡協
議会の「消費者寸劇」を見ながら、悪質商法に騙
されないための勉強会を行いました。

◆ 困ったときは、まずご相談ください。◆
※ 消費者トラブルは一人で悩まず、相談
してください。

鳥取市消費生活センター
鳥取市役所（新庁舎）２階２９番窓口
電話：０８５７－２０－３８６３

出前講座や消費者寸劇の
お問い合わせ・申し込みも
鳥取市消費生活センターへ
ご連絡ください。

◆自主防犯活動団体紹介コーナー◆
「若葉台おやじの会」

若葉台おやじの会は、平成１４年に発足しました。
主な活動内容は、防犯パトロール、危険個所の
点検、防犯教室・講習会、環境浄化など、様々
な活動を行っています。
【おやじパトロールの目的】

◆ 地域の子ども達の安全確保
◆ パトロールを地域の内外にアピールすること
により、外部からの犯罪者の侵入阻止

◆ 地域住民の防犯意識の向上、各自治会、
町内会の組織作りのきっかけづく り。犯罪に強
いまちづくりを目指します。
【おやじパトロールの概要】

◆ ながらパトロールの実施
おやじが単独または数名で、

朝夕のジョギングやイヌの散歩、買い物をしな
がら、巡回巡視のパトロールを実施する。
◆ 夜間パトロールの実施

月に１回から２回、土曜日の夜９時から１時
間程度、若葉台地区を数名のグループに分
かれ夜間パトロールを実施する。特に夏休み
期間中は、小中のＰＴＡと連携を取り重点的に
実施する。 （おやじパトロールＳｉｎｃｅ２００５から）

安全安心だよりは鳥取市ホーム
ページでもご覧いただけます。


